
 

 

 

                                                                                       保 険 N o . 2 0 1 7 - 0 7 

                                                                                       平 成 2 9 年 6 月 

 

検査実施料の新規収載のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、「保医発０５３１第３号」により、下記の検査項目におきまして、検査実施料の適用が行われ

ましたのでご案内致します。 

お取り計らいの程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

 適 用 日  

 

 

平成２９年６月１日より適用 

 

 

 新 規 収 載 項 目  

 

 

● ＲＯＳ１融合遺伝子                        ・・・・未受託 

● カルプロテクチン（糞便）                     ・・・・未受託 

● 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出             ・・・・未受託 

 

 

※ 詳細につきましては、裏面をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

● 新規収載項目 

適用日：平成 29年 6月 1日 

検査項目 実施料 判断区分 
診療報酬 

点数区分 
 備考 

ＲＯＳ１融合遺伝子 2500点 
尿・糞便等検査 

（判断料：34点） 

「D004-2」 

悪性腫瘍組織

検査 

ア ＲＯＳ１融合遺伝子は、区分番号「Ｄ００４－２」悪性

腫瘍組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」Ｅ

ＧＦＲ遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ法）の所定点数

に準じて算定する。 
イ 本検査は、肺癌の腫瘍細胞を検体とし、肺癌の詳

細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍

患者本人に対して行った場合に、患者１人につき１

回に限り算定する。 

ウ 本検査、区分番号「Ｄ００６－２」造血器腫瘍遺伝子

検査又は区分番号「Ｄ００６－６」免疫関連遺伝子再

構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場

合は、主たるもののみ算定する。 

エ 本検査を算定するに当たっては、その目的、結果

及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。 

カルプロテクチン

（糞便） 
276点 

免疫学的検査 

（判断料：144点） 

「D014」 

自己抗体検査 

ア カルプロテクチン（糞便）は、区分番号「Ｄ０１４」自

己抗体検査の「27」抗好中球細胞質ミエロペルオキ

シダーゼ抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）の所定点数に準じ

て算定する。 

イ 本検査は、潰瘍性大腸炎の患者に対して、病態把

握を目的として、ＥＬＩＳＡ法により測定した場合に、

３月に１回を限度として算定できる。ただし、医学的

な必要性から、本検査を３月に２回以上行う場合（１

月に１回に限る。）には、その詳細な理由及び検査

結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記

載すること。 
ウ 本検査及び区分番号「Ｄ３１３」大腸内視鏡検査を

同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ

算定する。 

細菌核酸・薬剤耐

性遺伝子同時検出 
1700点 

微生物学的検査 

（判断料：150点） 

「D023」微生物

核酸同定・定

量検査 

ア 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出は、区分番号
「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「12」結核菌
群リファンピシン耐性遺伝子検出及び結核菌群ピラ
ジナミド耐性遺伝子検出の所定点数を合算した点
数を準用して算定する。 

イ 本検査は、区分番号「Ａ２３４－２」感染防止対策加
算１又は２の施設基準に係る届出を行っている保険
医療機関において、敗血症が疑われる患者に対し
て、細菌核酸及び関連する薬剤耐性遺伝子をマイ
クロアレイ法により同時測定した場合に、当該疾患
に対する一連の治療につき１回に限り算定できる。
なお本検査を行う場合には、関連学会が定める実
施指針を遵守すること。 

ウ 本検査と区分番号「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量
検査「１」の細菌核酸検出（白血球）（１菌種あたり）、
「10」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出又は
区分番号「Ｄ０２３－２」その他の微生物学的検査
「１」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白２’（ＰＢＰ
２’）定性を併せて測定した場合には、主たるものの
み算定する。 

エ 本検査を実施した場合には、敗血症を疑う根拠とし
て、関連学会が定める敗血症診断基準の該当項目
を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。 

※下線部が「保医発 0531第 3号」により改正された内容になります。 


